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Q 5
DPTワクチンで規定通り接種ができず，90カ月を超えた場合にはどうすればよいで

しょうか。

規定通りできなかった場合には下記のことが考えられます。この場合には一定のきまりあるいはエ

ビデンスはなく，以下のような方法が考え方としてあります。いずれも任意接種として行われるものです。

　１　第１期をまったく行っていない場合

　２　第１期初回１回のみ接種してある場合

　３　第１期初回２回接種してある場合

　４　第１期初回３回接種してあるが追加接種を行っていない場合

　１，２はDPTワクチンを１回0.5mLずつ20日から56日までの間隔（いわゆる３～８週間間隔：

参照p3）をおいて２回皮下に接種し，２回目の12～18カ月後に１回追加接種します（参照p37，

Q6）。３の場合は，気がついた時点で，１回追加接種を行います。90カ月以上ですと，定期接種と

して受ける年齢を過ぎているので，この規定にそのままあてはめられませんが，明らかに百日咳に

罹患した人，あるいは百日咳に対する血清抗体の保有が証明された人であっても，平成20年（2008）

3月21日の定期（一類疾病）の予防接種実施要領の改正で，第1期の接種については，罹患してい

ない疾病に対応するワクチン成分を含む混合ワクチンを使用することが可能となりました。すなわ

ち，百日咳に罹患したことがあっても，DPTワクチンを定期接種として接種することが可能とな

りました。また，定期接種として第１期にDTトキソイドを選択することも可能となりました。90

カ月（７歳半）以上で，かつ，10歳以上のDTトキソイドの接種量は0.1mLとされています。し

A

Q 4
DPTワクチンは，予防接種法で生後３カ月から実施でき，できるだけ早い時期に実施

するよう勧められているのはなぜでしょうか。

百日咳は，乳幼児期（特に乳児期）に罹患すると重篤となり，肺炎や脳症を併発する致死的な病気

です。母子免疫はほとんど期待できないので乳児期早期から罹患します。このため乳児期早期から免疫賦与

することが望まれ，接種は生後３カ月になったらできるだけ早く開始することが望まれます。

（参照p35，Q1）

　平成19年（2007）以降，全国的に百日咳が流行しており，特に年長児から成人に多く患者が発生してい

ます。これらの年齢で発症すると，典型的な症状を示さない場合もあり，注意が必要です。生後３カ月に

なったらできるだけ早めにDPTワクチンを接種することに加えて，長引く咳を認める年長児，成人は，０

歳児に近づかないよう配慮することも対策上重要です。

A

第１期初回接種を確実に行い，基礎免疫をつけておくことが基本です。しかしスケジュール通りに

受けていない場合でも，原則としてはじめからやり直すことはせず，トータルとして規定の回数で行うよう

に接種します。たとえば，第１期初回接種の１回目と２回目の間隔が56日（８週間）を超えた場合でも，２

回目と３回目を20日から56日までの間隔（いわゆる３～８週間間隔：参照p3）をおいて接種すれば，第

１期初回接種を終了したものと考えます。第１期追加接種は，第１期初回接種後12～18カ月の間に行うこ

とが望まれます。18カ月以上経過した場合には，できるだけ早く追加接種を行うことが望まれます。

A

Q 3
DPTワクチンの１期１回目接種後，２回目の接種時期が規定の20日から56日までの

間隔（３～８週間間隔）を超えてしまいました。２回目以降の接種はどうすればよい

でしょうか。


